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第３章  バリアフリー改修の効果の評価手法及び効果の実態 

 

３．１ バリアフリー改修の効果の評価手法 

 

３．１．１ バリアフリー改修の効果に係る評価の視点と内容 

バリアフリー改修の工事完了後には、建築士とケアの専門家が中心となって、施工業者、対象者

本人や家族等の立ち会いの下で、工事内容の妥当性や対象者の使い勝手等の確認を行い、改修の結

果（効果）を評価することが必要となる。 
このためには、改修効果の評価手法を確立し、改修効果を具体的に明確にすることが必要となる。

バリアフリー改修の効果の視点と評価の内容を整理すると、表 3.1のような内容が考えられる。 
バリアフリー改修は、加齢等により身体機能の低下した高齢者等を対象とするものであるが、家

族等の介助者との関係も、改修工事の内容に大きく影響するものであることから、改修の効果は「対

象者本人」とともに「家族等の介助者」への波及も大きく期待できるものである。 
このため、バリアフリー改修の効果を評価する視点は、対象者本人の住宅内での日常生活を営む

上での基本行動能力（ADL）の向上と、これによる介助者・家族にとっての介護負担（身体的負担

及び精神的負担）の軽減が基本として位置づけられる。また、その結果としての対象者本人及び介

助者・家族それぞれにとっての QOL の向上も評価の視点として挙げられる。 

 

表3.1 バリアフリー改修の効果の視点と評価の内容 

効果評価の視点 評価の内容 

ＡＤＬの向上 ・移動、排泄、入浴・脱衣、洗面、食事、更衣、整容等の住宅内での日常生活を

営む上での基本行動能力の自立度（動作にかかる時間の短縮、本人の安全な

動作の実施や負担の軽減等）の改善 

⇒ 住宅内での生活の安全性の確保 

⇒ 住宅内での自立した生活の実現 

⇒ 外出等の行動範囲の拡大 

介護負担

の軽減 

身体的負担 ・本人のＡＤＬの自立度が高まることによる介助者・家族の身体的な介護負担の

軽減（介助に要する時間や頻度の軽減等） 

・住宅のバリアの軽減による介助の安全性・容易性の向上 

・ヘルパー等の外部から介護を行う者のサービス提供の容易性の確保 

精神的負担 ・本人との人間関係などによる家族の精神的負担の軽減 

・介護時間帯や介護から開放されることによる介助者・家族の自由時間の増加 

ＱＯＬの

向上 

本人の満足

度 

・ＡＤＬやＩＤＡＬの自立度が高まることによる本人の自尊心の向上 

・ＡＤＬやＩＤＡＬの自立度が高まることによる本人のＱＯＬの向上や社会生活の安

定・充実 

・要支援・要介護度の上昇（悪化）の抑制（本人のＡＤＬやＡＰＤＬの維持改善） 

介助者・家族

の満足度 

・介護時間帯や介護から開放されることによる介助者・家族の日常生活・社会生

活の充実などＱＯＬの向上や日常生活・社会生活の安定・充実 
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３．１．２ バリアフリー改修の効果に係る評価の実施及び効果検証シートへの記録 

バリアフリー改修の評価は、改修実施の効果（改修の計画・実施内容や工事の妥当性等）を対象

者本人や同居家族等に確認してもらうために実施するものである。また、きちんと評価を実施し、

記録として残しておくことで、対象者の心身状況や介助者（同居家族等）の状況が将来変化した場

合に、改めてバリアフリー改修等の住宅改修を行う際の履歴情報としても活用されることになる。 

このため、バリアフリー改修に向けた現況アセスメントやバリアフリー改修の計画内容と整合を

もって、バリアフリー改修の効果に係る評価内容を効果検証シートに記録することが必要となる。 

バリアフリー改修等の住宅改修の効果検証シートの「ひな形」を提案すると、表 3.2のようになる。 
表 3.1に示したバリアフリー改修の効果の視点と評価の内容を踏まえ、効果検証シートには、次の

ような項目を記載することが想定される。 

１） 対象者及び家族の状況の変化の把握 

対象者の心身状況（病気、障害、認知症等の状況）、介護状況（介護認定状況・要介護度、介護

サービス・福祉用具の利用状況）、生活状況（生活行動範囲、1日の標準的な生活、1週間の標準的

な生活、社会生活・意欲等）について、アセスメント時点からの変化を把握し、変化があれば具体

の状況をきちんと整理し、記録しておく。 

また、家族等の介助者の有無や生活状況（介助者の役割と介護内容、社会生活、介護の負担感等）

についても同様に、変化があれば具体の状況を記録する。 

２） 基本的生活行為の状況の変化の把握 

対象者の家事（買い物、食事の支度、掃除、洗濯、その他家事）の実施状況について、アセスメ

ント時点からの変化を把握し、変化があれば具体の状況をきちんと整理し、記録しておく。 

また、改修の直接的な効果として、生活行為別の動作能力（ADL）の改修後の具体の状況と改修

前（アセスメント時点）との変化について評価し、変化があれば具体の状況を記録する必要がある。 
例えば、次のような区分で評価することが考えられる。対象者については、生活行為別にその自

立した動作の可能性の観点から、変化の状況を５段階で定量的に評価し、具体の状況を記載する。

また、介護を必要としているケースについても、介助者にとって、介助の安全性・容易性の観点か

ら、変化の状況を３段階で評価する。 
○対象者にとっての評価 ○介助者にとっての評価 

「１」：できない・しない 「１」：介助が大変 

「２」：ほぼ全介助が必要 「２」：何とか介助できる 

「３」：可能であるが見守りや時に介助が必要 「３」：安全で楽に介助できる 

「４」：一人で何とかできる  

「５」：一人で楽にできる  

３） 改修の総合評価 

対象者及び家族・介助者による改修の総合評価を整理して記載する。 

アセスメントや改修ニーズを踏まえて実施した評価に加えて、改修による思わぬ効果・生活の変

化等についてもあれば記載することが重要である。また、当初希望した内容が実際の改修で異なっ

た点とその理由、今後に向けた改修の課題についてあれば記載しておくことが望ましい。 
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表 3.2  バリアフリー改修の効果検証シート 

 
Ⅲ．バリアフリー改修の効果検証シート 

Ⅲ-1 改修後の対象者本人及び家族の状況と改修前との変化 

 変化の

有無 

改修前との変化と改修後の状況 

（改修後に変化があった場合について記入） 

1)対象者

の心身状

況 

病気、障害、認知症等

の状況 

 

有／無  

2)対象者

の介護状

況 

介護認定状況・ 

要介護度 
有／無  

介護サービスの利用

状況（サービス内容別の

1 週間、1 ヶ月あたりの回

数、曜日） 

有／無  

福祉用具の利用状況 

（利用内容別の貸与と購

入状況） 

有／無  

3)対象者

の生活状

況 

生活行動範囲 

 
有／無  

住宅での生活階 

（就寝場所／食事場所／

日中長くいる場所／生活

時の姿勢） 

有／無  

1 日の標準的な生活 

（起床から就寝までのタ

イムスケジュール） 

 

有／無  

1 週間の標準的な生

活（曜日別の外出行動、

行先、頻度等） 

 

有／無  

社会生活 

（近所付き合い、相互に

訪ねあう友人、訪問してく

る友人等） 

有／無  

対象者の意欲等 

（気持ち・意欲・生活態

度・自立への意欲／負担

感等） 

有／無  

4)主介助

者の生活

状況 

介助者の有無 

（年齢、性別、対象者との

続柄、健康状況） 

有／無  

役割と介護内容 

 
有／無  

社会生活 

（就労状況、近所・友人づ

きあい、自由時間、外出

等） 

有／無  

介助者の負担感等 

（身体的・精神的負担感

等） 

有／無  
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表 3.2  バリアフリー改修の効果検証シート（つづき） 

Ⅲ-２ 改修後の対象者本人の基本的生活行為の状況と改修前との変化 

 変化の 

有無 

改修前との変化と改修後の状況 

（改修後に変化があった場合について記入） 

1)家事の実施

状況 

（実施の有無／

実施する場合

の問題／対象

者が実施しな

い場合の実施

者） 

 

買い物 

 

有／無  

食事の支

度 

 

有／無  

洗濯 

 

有／無  

掃除 

 

有／無  

その他家

事 

 

有／無  

2)移動方法と

具体の状況 

屋内移動 

 
有／無  

屋外移動 

 
有／無  

3)生活行為別

の動作能力

の具体の状

況 

 

【本人※１】 

１： 

できない・しない    

２： 

ほぼ全介助が

必要   

３： 

一部の介助や

見守りが必要 

４： 

一人で何とかで

きる   

５： 

一人で楽にでき

る 

 

【介助者※２】 

１： 

介助が大変 

２： 

何とか介助でき

る 

３： 

安全で楽に介助

できる 

 変化の 

有無 

本人 

※１ 

介助者

※２ 

改修前との変化と改修後の状況 

（改修後に変化があった場合について記入） 

排泄 

 

 

 

有／無    

入浴 

 

 

 

有／無    

洗面 

 

 

 

有／無    

更衣 

 

 

 

有／無    

食事 

 

 

 

有／無    

就寝 

 

 

有／無    

移動・外出 

 
有／無    

改修後に変

化があった

場合、凡例

の数字で記

入 
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表 3.2  バリアフリー改修の効果検証シート（つづき） 

Ⅲ-３ 改修の総合評価 

1)改修の総合

評価 

本人  

介助者・家族  

2)改修による

思わぬ効果・

生活の変化

等 

本人  

介助者・家族  

3)当初希望し

た内容が実

際の改修で

異なった点と

理由 

本人  

介助者・家族  

4)改修を行っ

た上での今

後の課題 

本人  

介助者・家族  
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３．２ バリアフリー改修の目的・内容からみた改修効果の整理 

 

３．２．１ 事例別の改修目的・内容及び効果等の整理 

上記の表3.2で示した「バリアフリー改修の効果検証シート」に基づき、バリアフリー改修の効果

について調査を実施した。 
調査対象は、第１章の1.4.1で示した、平成22年度「高齢者等居住安定化推進事業」及び平成23年

度「高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」の「ケア連携型バリアフリー体制整備部門」

に選定された団体が実施した改修事例のうち、詳細な効果計測を行った17事例である。 
事例別に改修目的・内容と改修効果の関係について整理した結果の一覧を表3.3に示す。 
なお、住宅のバリアの状況や問題点が同様であっても、対象者の身体状況や同居家族・介助者の

状況など改修のニーズ・目的により、必要とされる改修内容が異なり、その結果として改修の効果

が異なることから、本節では、事例別に対象者の概況を示したうえで、基本生活行為・住宅部位別

に問題点、改修の目的、改修内容、工夫点、具体の改修効果の関係で整理を行っている。 
表中、「改修の目的」欄に示している丸数字は、次の目的分類に対応しており、主の目的を最初に

示し、従の目的を括弧内に示している。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

なお、各事例の改修効果の詳細については、資料編「資料 バリアフリー改修事例のデータベー

ス」を参照されたい。 
  

〈対象者のための改修の目的〉     

  ① 日常生活行動能力の維持     

  ② 移動や動作の安全性の確保    

  ③ 移動や動作の容易性の確保 

  ④ 生活行動範囲の確保・拡大 

  ⑤ その他（自尊心の向上、本人の QOLの向上、社会生活の安定・充実等） 

〈介助者・家族のための改修の目的〉  

⑥ 介護・介助負担の軽減 

⑦ その他（本人の QOLの向上、社会生活の安定・充実等） 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・ 85 歳女

性、改修

後娘夫婦

と同居 

・中等度か

ら重度の

認知症 

・杖で歩行 

 

 

⇒資料編

「バリアフ

リー改修

事例のデ

ータベー

ス」・ 

事例 1 

 

就寝 ・

くつろ

ぐ 

（寝室） 

 

・25mm のま

た ぎ 段 差

があり、開

き戸（親子

ドア）であ

る。 

⑥ 

・安全で快

適な寝室

環 境 を確

保する。 

・玄関ホールに面

した出入口に縦

手すりを設置す

る。 

・既存の開き戸を

引戸に変更す

る。 

・室内からアクセ

スできる便所、

洗面所、シャワ

ー室を設置す

る。 

・引き戸に変更し、ドア

下枠段差を解消し、

開閉時や身体移動時

の転倒防止のため、

縦手すりを設置した。 

・改修前は排泄管

理もできず、ほぼ

ベッド上での生活

であったので、そ

のままでは寝たき

りになっていた可

能性が大きい。 

・現在も生活全般

に介助を必要とす

るが、生活動線が

コンパクトとなり、

安全に介助するこ

とができるように

なった。 

排泄 

（便所） 

・対象者寝

室に隣接し

ているが、

直接アクセ

スができな

い。 

・介助スペ

ー ス が不

足 し て い

る。 

⑥（②） 

・介助が容

易な便所

に改修す

る。 

・便所床面積を拡

張する。 

・寝室（旧洋室）

から便所に直接

出入りする開口

部を設置する。 

・介助のため便器の向

きと出入り口の位置

関係に配慮し、90 度

転回で便座に安全・

容易に移動できる配

置とした。 

・便座前面を介助スペ

ースとして利用するた

め、左右間仕切りを 3

枚引き戸とした。 

・失禁があるため通風

と防寒の両面に配慮

しつつ寝室としての機

能を確保した。 

・寝室から直接入

れる便所としたこ

とにより、介助負

担の軽減となっ

た。 

洗面・

入浴 

（洗面

所・浴

室） 

・既存の浴

室で入り口

は 180 ㎜

の段差が

あり、浴槽

が深く入浴

が困難で

ある。 

⑥（②） 

・安全に洗

面、シャワ

ー浴できる

環 境 を整

備する。 

・（入浴はデイサ

ービスを利用す

るが）シャワー

室を新設する。 

・車いす対応の洗

面台を新設す

る。 

・シャワー室は、防水

性を高くし、暖房機を

設置し、温熱環境に

配慮した。 

・洗面台下は、足のぶ

つかり防止のため、

オープンとした。 

・入浴はデイサービ

スで利用するが、

シャワー室の設置

により、失禁時の

対応等が容易とな

り介助負担の軽

減となった。 

移動 

（廊下・

階段、

玄関） 

・手すりが不

足 し て い

る。 

・ 玄関は、

240 ㎜の上

が り 框 段

差、100 ㎜

の入口段

差がある。 

⑥ 

・手すりを設

置し、移動

の安全性と

容 易性 を

確保し介助

負 担 を軽

減する。 

・既存の手すりに

連続させて横手

す り を設置す

る。 

・玄関に L字型手

すり、玄関ポー

チに自立型の横

手すりを設置す

る。 

・玄関段差解消

のための踏台を

設置する。 

・追加横手すり高さは、

既存手すり高さに合

わせた。 

・移動の安全性、容

易性が確保され

た。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・ 63 歳女

性、夫と

居住 

・ 右 片 麻

痺、右半

側空間無

視、左上

肢、下肢

筋力低下 

・移動は全

介助が必

要・車い

す利用 

 

 

⇒資料編

「バリアフ

リー改修

事例のデ

ータベー

ス」・ 

事例 2 

 

就寝 

(寝室・

従前和

室） 

 

・入口段差（ホ

ールとの段

差 30 ㎜、食

堂との段差

28 ㎜）があ

る。 

・和室であり

車いす利用

が困難であ

る。 

・開き戸であ

る。 

③（④、⑥） 

・車いす利

用を想定し

た 寝室に

改修する。 

・和室の畳・掘り

ごたつを撤去

して洋間とし、

床段差を解消

する。 

・各出入口を吊

引 戸 に 変 更

し、手すりを設

置する。 

－ ・介護用ベッドと

車いすを利用し

た生活が容易と

なった。 

食事 

（台所・

食堂） 

・寝室との間

に 28 ㎜の段

差がある。 

・ホールとの

間に 20 ㎜、

18 ㎜の跨ぎ

段差がある。 

・車いすで流

し台が利用

できない。 

③（④、⑥） 

・車いす利

用を想定し

た食堂・台

所、流し台

に改修す

る。 

・洗面台を

新設する。 

・車いすで利用

する洗面台・

流し台を設置

する。 

・壁・床の断熱

し、段差を解

消する。 

・スペースを考慮し洗面

台は流し台横に設置し

た。 

・玄関ホールや浴室へ

の動線を考慮した。 

・室内環境（室温等）の

維持のために断熱化し

た。 

・車いすのまま、

洗面行為が可

能となり介助負

担が軽減され

た。 

・車いすでの食

堂・台所の移動

が可能となり介

助負担が軽減さ

れた。 

排泄 

（便所） 

・入口に 20 ㎜

のまたぎ段

差がある。 

・介助スペー

スが不足し

ている。 

③（④、⑥） 

・車いす利

用を想定し

た 便 所 を

寝室に新

設する。 

・車いすで使用

可能なトイレを

寝室に新設す

る（寝室を介助

スペースとして

利用する）。 

・３枚引戸としアプローチ

と方向転換を容易にし

た。 

・手すり取付けを想定で

きる壁面には全て補強

下地を施した。 

・便座の座面高さを車い

すに合わせた。 

・介助スペースが

確保できる便所

を寝室に隣接さ

せて設置したこ

とで排泄の介助

負担が軽減され

た。 

入浴 

（浴室） 

・入り口に 108

㎜の段差が

ある。 

・介助スペー

スが不足し

ている。 

③（④、⑥） 

・車いす利

用を想定し

た 浴室に

改修する。 

・浴室の面積を

拡張する。 

・浴槽を跨ぎ段

差の低いもの

へ交換する。 

・浴槽への移乗

台 を 設 置 す

る。 

・操作の容易な

水栓器具へ変

更する。 

・出入口幅を確保するた

め、開き戸を 3 枚引き

戸に変更した。 

・スペース確保のために

隣接洗面室の一部を取

り入れて面積を拡張し

た。 

・バスリフトの使用を考

慮して介助に適した在

来浴槽を採用し、高さ

は車いす座面高さを基

準とした。 

・浴室まで車いす

もしくはシャワー

キャリーで移動

することが可能

となり介助負担

が軽減された。 

洗面 ・

脱衣 

（洗面・

脱 衣

室） 

・入り口に 30

㎜の段差があ

る。 

③（④、⑥） 

・車いす利

用を想定し

た脱衣室

に改修す

る。 

・車いすに対応

した床材とす

る。 

・車いすで利用

する洗面台を

食堂に新設す

る。 

－ ・車いすのまま脱

衣室に入ること

が可能となり、

介助負担が軽

減された。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動 

外出 

（廊下・

階段、

玄関、

玄関ア

プロー

チ） 

・前面道路か

ら住宅への

アプローチ

に段差があ

り車いすで

の移動が不

可能である

（車庫前は前

面道路と段

差がない）。 

⑥（③、④） 

・車いすで

の外出が

できるよう

外出経路

を 確 保 す

る。 

・玄関上り框の

段差を解消す

る。 

・玄関と車庫と

の間の仕切壁

（外壁）に開口

部を新設し、

車庫内に段差

解消機を設置

する。 

・玄関土間に車い

す使用時の置き

台を設置した。 

・玄関からの車い

すでの出入りは道

路との取合せによ

り困難なため、車

庫との仕切壁を開

口してアプローチ

を確保した。 

・車いすでの外出が可

能となり、介助負担が

軽減された。 

・ 67 歳女

性、夫と

居住 

・脊髄梗塞

症により

両下肢完

全麻痺 

・屋内、屋

外とも車

いす利用 

 

 

⇒資料編

「バリアフ

リー改修

事例のデ

ータベー

ス」・ 

事例 3 

 

くつろ

ぎ、就

寝 

（居間・

寝室） 

・障がいによ

り１階南側の

洋室を寝室

として利用し

ているが、開

口部に段差

がある、開き

戸のため車

いすでは開

閉ができなく

不便である。 

③（②、④、

⑥） 

・車いす利

用で自立し

て生活でき

る居間、寝

室に改修

する。 

・居間、寝室、

台所の配置を

変更する。 

・開き戸を引き

戸へ取り替え

る。 

・1 階を対象者夫婦

のための空間とし

て全面的に配置を

変えて改修。南側

の気持ちの良い

場所を居間とし

た。 

・寝室、居間、水回

りに車いすで回遊

できる動線を確保

した。 

・間取り改修をしたこと

で１階の空間が有効

に使えるようになった

（水回りの面積が広

がり、車いすで利用

できるようになった）。 

・光が多く入るオープン

な間取りとなり、明る

くなったことで、家の

雰囲気も明るくなっ

た。 

食事 

（台所・

食堂） 

・台所が狭く 2

人で調理で

きない。 

③（②、④、

⑥） 

・車いす利

用で利利

用が容易

な流し台を

設置する。 

・台所の配置を

変更し、車い

すで利用でき

る流し台を利

用しやすい位

置 に 配 置 す

る。 

・対象者夫婦の生

活を最優先し、南

側に居間、台所を

動線上とする計画

とした。 

・車いすでの調理が容

易となった。 

排泄、

洗面、

入浴 

（便所、 

洗面 ・

脱衣室 

浴室） 

・動線上、寝

室と便所が

近接しておら

ず不便であ

る。 

・便所の戸が

開き戸で車

いすでは開

閉が困難で

ある。 

・洗面台に車

いすで寄り

つけない。 

・すのこの設

置により、一

部介助での

入浴は可能

だが介助負

担が大きい。 

③（②、④、

⑥） 

・車いす利

用で自立し

て利用でき

る便所、洗

面 ・ 脱 衣

室、浴室に

改修する。 

・洗面・脱衣室と

一体となった

便所を新設す

る。 

・車いすの高さ

にあわせた便

器 へ 交 換 す

る。 

・車いすで使え

る洗面台を設

置する。 

・脱衣室と浴室

の段差解消、

開口拡幅、折

戸への交換、

床材質変更を

行う。 

・車いすの高さ

にあわせた浴

槽への交換、

固定式移乗台

設置を行う。 

・車いす利用である

対象者の身体状

況に合わせた洗

面・脱衣室と一体

となった便所とし

た。 

・車いす利用の対

象者の動作を確

認した上での固定

式移乗台を設置

し、自立した洗体

を可能とした。 

・対象者夫が使い

やすいシャワーヘ

ッドを別途設置し

た。 

・水回りの面積が広が

り、車いすで自立して

排泄や入浴ができる

ようになった。 

・便所の戸が引き戸と

なり、自分で開けて入

ることが可能となっ

た。 

・車いす用の洗面台を

併せて設置したた

め、手洗いが可能と

なった。 

・改修により、風呂場ま

で自分で行き、自立し

て入浴することが可

能となった。身体状況

に合わせた移乗台を

作ったことで、背中を

除いて自ら身体を洗

うことが可能となっ

た。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動 ・

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・上り框段差

200 ㎜、玄関

入口段差 50

㎜、開き戸で

あり、車いす

利用の対象

者一人での

出入りが不

可能である。 

③（②、④、

⑤、⑥） 

・車いすで

の外出が

できるよう

外出経路

を 確 保 す

る。 

・開き戸を引戸

に変更し、開

口部を拡張す

る。 

・段差昇降機と

式台を設置す

る。 

・スイッチを自分で

操作できるようボ

ードを設置し、ス

イッチを貼り付け

られる用にした。 

・同居する夫の利

用も考慮し、簡易

式台を設置した。 

・改修により、玄関から

の一人での外出が可

能となった。 

その他 

（デッ

キ） 

・洗濯物干場

が屋上に設

置されてお

り、洗濯物を

持ちながら

屋外階段昇

降を行い危

険である。 

③（②、④、

⑤、⑥） 

・車いすで

洗濯物干

場となるデ

ッキに出ら

れるように

する。 

・洗濯物干し場

となるデッキを

設置する。 

・停電等の非

常時を想定し

たスロープを

設置する。 

・スロープの勾配は

1/12 を超えるが、

非常時の動線を

確保するため、ス

ロープを設置し

た。 

・洗濯物を自分で干す

ことが可能となり、介

助者に頼むストレス

が減少した。介助者

の負担も軽減した。 

・いざという時にデッキ

に出て、助けを呼ん

で避難できるようにな

った。 

・ 77 歳男

性、妻と

居住 

・脱髄性多

発神経炎

により全

身の筋力

が低下 

・屋内伝い

歩き、屋

外杖利用

と介助で

移動 

 

 

⇒資料編

「バリアフ

リー改修

事例のデ

ータベー

ス」・ 

事例 4 

就寝 

（寝室） 

・和室にベッド

を置いてお

り、将来的に

車いすの利

用ができな

い。 

・間仕切りの

ふすまが重

い。 

⑥（①、②） 

・車いす利

用で生活

できる寝室

に改修す

る。 

・出入り口の段

差解消と床材

変更を行う。 

・ドア変更と戸

車変更を行う。 

  ・安全に就寝でき、寝

室での車いすの利用

が可能となった。 

・空間に段差がなくなり

動きやすく安全になっ

たことで対象者がで

きることを対象者に任

せる方向となった。 

排 泄 、

洗 面 、

入 浴

（便所、 

洗面 ・

脱衣室

浴室） 

・便所の開口

幅員が 600

㎜で、 

介助スペー

スが不足し

ており車い

すでは利用

できない。 

・洗面台が車

いすで利用

できない。 

・浴室の洗い

場と浴槽の

間に 145 ㎜

の隙間があ

り危険。狭

く、寒く、浴槽

が深く出入り

が困難。 

⑥（①、②） 

・車いす利

用を想定し

た、便所、

洗面・脱衣

室、浴室に

改修する。 

・洗面・脱衣室と

便所を一体と

して設置する。 

・出入り口の段

差 を 解 消 す

る。 

・車いす利用に

適した滑りにく

く耐久性のあ

る床材に変更

する。 

・車いす対応の

洗面流し台に

交換する。 

・浴室面積を増

加させ。またぎ

高さの低い浴

槽とする。 

・一体となった浴

室、洗面・脱衣室

の確保で安全に

移動できるスペー

ス及び介助者の

スペースの確保

が可能となった。 

・車いす対応を考

慮し、便所を洗面

所と一体化したた

め、頭を付けて安

定させる前面の壁

がなくなり、下衣

の上げ下げに介

助が必要となった

ため、縦手すりを

増設し、対応し

た。 

・車いすでの便座への

寄付きが可能となり、

排泄の介助負担が軽

減した。 

・洗面の介助負担が軽

減した。 

・水まわりがワンルー

ムとなったことで介助

負担が軽減した。 

・身体状況は低下した

が、改修を実施したこ

とで、入浴介助は大

幅に楽になった。以

前の風呂では今現在

の身体状況では入浴

は不可能である。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・玄関ポーチ

から 35 ㎜の

段差、玄関

段差 295 ㎜

があり、介助

が必要であ

る。 

⑥（①、②） 

・手すりを設

置し介助負

担 を 軽減

する。 

・手すりを設置

する。 

（・玄関の上がり框

段差は、手すり及

び介助で対応す

ることとし、室内の

改 修 を 優 先 し

た。） 

・手すり、介助で玄関

の上がり框段差を下

りるようになり、外は

多少安全になった。 

・ 79 歳女

性、娘夫

婦と同居

予定 

・慢性関節

リュウマ

チにより

立ち上が

り困難 

・屋内外と

も車いす

介助での

移動 

 

 

⇒資料編

「バリアフ

リー改修

事例のデ

ータベー

ス」・ 

事例 5 

移動 

（廊下・

階段） 

・急勾配の階

段では上下

階の移動が

困難である。 

・車いすが回

転できるスペ

ースがない。 

⑥（③、④） 

・上下階の

移動ができ

る EV を設

置する。 

・3 階建て住宅

内部の上下階

移動のための

ホームEVを設

置する。 

・居室、廊下の

移動を安全に

行うための開

口 を 確 保 す

る。 

・車いす利用を

考慮した床材

の変更、引き

戸への変更を

行う。 

・住宅用 EV の開口

部が階段側に向

いているのは危

険なため前面を広

く確保した。 

・車いすでの上下階の

移動時の介助負担が

軽減すると想定され

る。（対象者未入居） 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・上がり框段

差250㎜、玄

関前通路か

らポーチの

段差175㎜、

ポーチから

玄関の段差

100 ㎜があ

り、車いすで

のアプロー

チが困難で

ある。 

⑥（③、④） 

・車いすで

の外出が

できるよう

外出経路

を 確 保 す

る。 

・玄関アプロー

チ部分を車い

す移動に対応

す る た め に

120 ㎜程度の

段差へ分割す

る。 

・玄関アプローチ部

分に、スロープを

設置する長さの確

保が困難であった

ため、車いすのス

テッピングバーを

使うことで、介助

者が安全に介助

できる構造の階段

段差とした。 

・車いすでの外出時の

介助負担が軽減する

と想定される。（対象

者未入居） 

・ 68 歳女

性、夫と

居住 

・先天性の

全盲 

・室内は伝

い歩き 

・一人での

外出は不

可 

食事 

（台所・

食堂） 

・出入り口の

扉がガラス

戸で、ぶつ

かると割れ

る危険。 

・床材が滑り

やすく危険で

ある。 

・ガスコンロの

火加減等が

見えないた

め、火災、や

けどの危険

がある。 

②（①） 

・食堂、台所

の出入り口

扉を改修し

安全性を

確保する。 

・安全に利

用できる調

理器具を

導入する。 

・ガラス戸を樹

脂ガラスへ取

替るとともに床

材を滑りにくい

素材とする。 

・音声案内付 IH

クッキングヒー

ターを導入す

る。 

・接触した際の受傷

防止のため、ガラ

スの飛散しないタ

イプを採用した。 

・やけど防止のた

めにＩＨクッキング

ヒーターを導入し

た。また、熱源位

置が厚みで分か

るよう（手で確認し

て火傷をしないよ

う）、ガラスパネル

保護用シリコンシ

ートを利用した。 

・移動の安全性が確保

された。 

・IH クッキングヒーター

の導入により、安全な

調理ができるようにな

り、食事が作りやすく

なった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 11 

排泄 

（便所） 

・全盲のため和式

便器の位置を手

探りで確認し不衛

生である。 

・出入り口にまたぎ

段差があり危険で

ある。 

・出入り口の間口

幅が 500 ㎜と狭

く、出入りが危険

である。 

・窓枠が木製のた

め冬場寒い。 

・床が滑りやすく危

険である。 

② 

・安全で衛

生的な便

所に改修

する。 

・和式便器から洋

式便器へ便器

への取替を行

う。 

・立ち上がりのた

めの手すりを設

置する。 

・窓の木製サッシ

をペアガラスの

アルミサッシュ

に取替るととも

に床材を滑りに

くい素材とする。 

・既存の便所が

男子用と女子用

に分かれてお

り、女子トイレに

洋式便器を設置

すると狭くなり、

立ち上がり動作

が困難となるた

めあわせて改修

を実施した。 

・安全で衛生的に

排泄を行うこと

が可能となっ

た。 

入浴 

（浴室） 

・出入り口に段差が

あり危険。 

・壁をさぐりながら

浴槽に出入りを行

うため、入浴動作

が安定せず転倒

する危険がある。 

・屋内給湯器がな

いため、屋外の追

い焚き窯にガスを

つけに行く必要が

あり、移動する際

に転倒の危険が

あるため、一人で

は不可能。 

・シャワーがない。 

・窓枠が木製のた

め冬場寒い。 

②（③） 

・安全で自

立した入浴

が可能な

浴室に改

修する。 

・給湯器、シャワ

ー付混合栓を設

置する。 

・段差対応の手す

りを設置する。 

・窓の木製サッシ

をペアガラスの

アルミサッシュ

に取替る。 

・入り口段差を解

消する。 

・主導線の段差

解消により脱衣

する場（廊下を

兼用）と浴室の

段差が拡大した

ため手すり設置

で対応した。 

・屋内から自分で

点火することが

可能となり、安

全で自立した入

浴が可能となっ

た。 

移動 

（廊下） 

・和室との段差が

あり危険である。 

・台所出入り口に敷

居段差があり、危

険である。 

・脱衣室として利用

しているが、窓枠

が木製のため冬

場寒い。 

・床が滑りやすく危

険である。 

② 

・廊下の床

段差を解

消し安全性

を確保す

る。 

・床に断熱材を入

れる。 

・窓の木製サッシ

をペアガラスの

アルミサッシュ

に取替るととも

に床材を滑りに

くい素材とする。 

－ ・主動線の移動

の安全性が確

保された。 

・段差解消、移動

を誘導するガイ

ドとなる手すり

の設置で屋内移

動の見守りが不

要となった。 

移動 

（居間） 

・出入り口がガラス

戸で、ぶつかると

割れる危険があ

る。 

② 

・出入口扉

を安全な素

材に変更

する。 

・ガラス戸を樹脂

ガラスへ取替

る。 

・接触した際の受

傷防止のため、

ガラスの飛散し

ないタイプを採

用した。 

・接触等があった

場合の安全性

が確保された。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動 

（階段） 

・手すりがな

く、階段昇降

が危険であ

る。 

② 

・階段に手

すりを設置

し移動の安

全性を確

保する。 

・階段に手すり

を設置する。 

・移動の安全性の

確保に加え、移動

を誘導することを

考慮した手すりを

設置した。 

・主動線の移動の安全

性が確保された。 

・段差解消、移動を誘

導するガイドとなる手

すりの設置で屋内移

動の見守りは不要と

なった。 

移動 

（ルー

フテラ

ス） 

・ルーフテラス

への出入口

となる窓の

立ち上がり

が330㎜あり

危険である。 

②（①） 

・ルーフテラ

スへの出

入口の段

差を解消し

安全性を

確保する。 

・ルーフテラス

の出入口の段

差を解消し、

手すりを設置

する。 

・段差の解消とあ

わせて移動を誘

導する手すりを設

置した。 

・ルーフテラスに行き

やすくなり、洗濯物を

干しに行く動作が安

全になった。 

・ 62 歳男

性、ダウ

ン症の息

子と居住 

・糖尿病

による両

下肢切断 

・退院に

あわせた

改修 

・屋内外

とも義足

と杖で歩

行 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 12 

移動、

外出 

（階段 

玄関 ・

玄関ア

プロー

チ） 

・退院後は階

段昇降が困

難となり、1

階と 2 階の

移動が自力

ではできず、

２階に行くこ

とが困難とな

る。 

・階段昇降機

を設置した

場合、階段を

上りきった踊

り場にトイレ

のドアが面し

て お り 、 ま

た、ダイニン

グキッチンと

の段差があ

り危険であ

る。 

・玄関には、

手すりがな

いため、出

入り、上り框

の昇降が困

難である。 

・ガレージから

の出入口に

段差があり

危険である。 

②（③） 

・1 階から 2

階への安

全なアクセ

スを確保す

る。 

・住宅の入り

口 か ら 前

面道路へ

のアクセス

を 確 保 す

る。 

・階段昇降器を

設置する。 

・2 階便所の扉

位置を階段踊

り場側からダ

イニングキッチ

ン側に変更す

る。 

・ダイニングキッ

チンとホール

の敷居を撤去

し片引き戸の

戸車・Ｖレール

を改修する。 

・ガレージ側の

出入り口の敷

居部、またぎ

段差を単純段

差 に 変 更 す

る。 

・玄関上がり框

に手すりを設

置する。 

・前面道路から

１階ガレージを

スロープ化す

る。 

・階段昇降機の設

置にあわせ、２階

便所位置を変更し

た。 

・玄関からの出入り

はアプローチを含

め、段差があるこ

と、開き戸である

ことから、ガレー

ジ側の出入り口を

改修しし、対象者

のアクセスを確保

した。 

・車いす利用を想

定した直進性のあ

る 1/12 勾配のス

ロープとした。 

・1階と 2階を自由に行

き来できるようになっ

た。 

・退院後しばらくは歩

行器を利用していた

が、現在は義足と杖

で歩行できるようにな

った。 

・前面道路への段差を

解消し、電動車いす

を使用することを想定

していたが、車を運転

し、自分で外出できる

ようになり、好きなこ

と(パチンコ)ができる

ことで、生き生きと暮

らしている。 

 

［波及効果］ 

・対象者の入院中にダ

ウン症の息子のため

にヘルパーの利用を

始めた。退院後、父

（対象者）が自分のこ

とを自分でするように

なり、息子の状態も落

ち着いた。 

・改修により、対象者

が活動的になり、父、

息子とも良い方に変

化した。 

・改修に合わせ、自宅

の物の整理を行うこと

ができ、生活環境が

良くなった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・ 61 歳女

性、夫、

娘と居住 

・脳幹出血

による四

肢麻痺 

・退院にあ

わせた改

修 

・屋内移動

は歩行器

利用およ

び一部介

助 

・屋外移動

は車椅子

利用 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 13 

就寝 

（寝室） 

・和室のため、

歩行器での移

動が困難であ

る。 

②（③） 

・寝室での

歩行器で

の移動の

容易性と安

全 性 を確

保する。 

・和室を洋室（フ

ローリング）に

変更する。 

・引き戸を新設

（居室・廊下

間、居室・ＤＫ

間）する。 

・床暖房を設置

する。 

・障害による体の

こわばりを防止

するために床暖

房を導入した。 

・改修前の居室（寝室）

は床に物が溢れてい

たが、床暖房を設置

したことで、かなり居

室が片づき、介助等

がしやすい環境にな

ったと。全体が暖まる

ため、身体にも良い。 

排泄 

（便所） 

・ドアノブが握り

玉のために開

閉しにくい。 

・しトイレ動作が

不 安 定 で あ

る。 

・水洗レバーの

操作が困難で

ある。 

②（③） 

・安全で自

立した排泄

を可能とす

る 便 所 に

改修する。 

・ドアノブをレバ

ーハンドルに

変更する。 

・動作を安定さ

せる手すりを

設置する。 

・水洗レバーへ

リモコンを設置

する。 

・排泄行為を全て

自立させるた

め、自分で水を

流せるよう配慮

した。 

・一部介助。見守りで

便所に行くことは一部

介助、見守り画必要

だが、排泄行為は後

始末を含め、自分で

行うことが可能となっ

た。 

移動 

（階段・

廊下、 

居 室

間） 

・廊下・台所・居

室間に敷居段

差があり歩行

器での移動か

危険である。 

② 

・廊下と室間

の移動の

安 全性 を

確保する。 

・敷居レベル変

更（居室・ＤＫ

間、居室・廊下

間、ＤＫ・廊下

間）により敷居

段差を解消す

る。 

・歩行器による移

動の容易性と安

全性の確保を考

慮した。 

・2 階の対象者の生活

範囲の移動の安全性

が確保された。 

・発作による入院によ

り、麻痺は増えたが、

改修をしたことで以前

と同じレベルの生活

が自力で行えている

（ベッド、DK までは自

力で移動が可能）。 

・67 歳男

性、息子

と居住 

・高血圧症

からくる

めまい症

状が強く

歩行時に

ふらつく 

・屋内、屋

外とも移

動は杖使

用 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 14 

入浴 

（浴室） 

・洗い場が狭い

ため出入りし

にくく、洗体動

作もしにくい。 

・半埋め込み浴

槽で跨ぎが深

く出入りが危

険である。 

・握力が弱り、

水栓器具が使

いにくい。 

・浴槽の出入

り、浴槽内で

の立ちしゃが

みが不安定で

ある。 

・開き戸で、段

差があり危険

である。 

・床が滑りやす

く危険である。 

②（③） 

・入浴の安

全性と快適

性 を 確保

する。 

・浴室位置を移

動し、床面積

を拡張する。 

・浴槽をまたぎ

の低いバリア

フリー型ユニッ

トバスとする。 

・手すりを設置

する。 

・出入口段差を

解消する。 

・開き戸を折れ

戸に取り替え

る。 

・壁・窓の断熱

工事及び床を

滑りにくくする

工事を実施す

る。 

・居間から浴室ま

で、直線の動線

が確保できるよ

う配慮した。 

・バリアフリー型

ユニットバスを

導入し、作業療

法士による対象

者の ADL を把

握・確認し、手す

りの位置や形状

を決定した。 

・安全で快適に入浴が

できるようになった。 

・手すりを把持すること

で、浴室への出入り

が安全になった。 



- 103 - 
 

表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動 

（洗面・

脱 衣

室 ・居

間） 

・脱衣室と浴室

との出入口に

またぎ段差 20

㎜、脱衣室と

居間との出入

口段差 17 ㎜、

脱衣室と土間

との出入口段

差 450 ㎜があ

り危険。 

・脱衣室との間

の戸が重く、

開閉が困難で

ある。 

②（③） 

・空間の移

動の安全

性と容易性

を 確 保 す

る。 

・またぎ段差を

単純段差に変

更する。 

・土間（従前洗

濯 機 設 置 場

所）の床上げ

を行う。 

・ドアに開閉容

易な戸車を設

置する。 

・段差の解消に加

え、対象者の身

体能力を考慮

し、重いドアの

開閉をスムーズ

とするため戸車

を設置した。 

・移動の安全性が確保

されると同時にドアの

開閉が容易となった。 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・勝手口利用時

のある土間と

居室の段差が

450 ㎜と大きく

外部に出る際

の昇降が危険

である。 

・洗濯機置き場

が土間にあり

不便。 

②（③） 

・土間を居

室と連続さ

せ、移動の

安 全性 を

生活の快

適 性 を確

保する。 

・土間に床を張

り居室と同レ

ベルとする。 

・勝手口に３段

の階段を設置

する。 

・対象者の生活

動線が勝手口

側であることを

考慮し勝手口側

のアクセスを確

保した。 

・車いすとなって

からの生活を想

定し室内の動線

を確保した。 

・勝手口を改修し、アク

セス性を良くしたこと

で、裏路地（勝手口

側）でのコミュニケー

ションが維持でき、外

出の頻度が上がっ

た。 

・洗濯機置き場を土間

から室内としたことで

洗濯時間の制約がな

くなった。 

・60 歳女

性、夫と

居住 

・敗血症性

ショック

後に小脳

性失調と

なり動作

のコント

ロールが

困難 

・屋内外と

も車いす

移動 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 15 

就寝 

（寝室） 

・入口段差があ

り車いすでの

アクセスが不

可能である。 

②（③） 

・寝室の移

動の安全

性と容易性

を 確 保 す

る。 

・玄関ホールと

の段差を解消

する。 

・寝室と玄関ホ

ールとのドア

を外開きから

内開きに変更

する。 

・ドアノブをレバ

ーハンドルに

変更する。 

・納戸の押入部

分を寝室と一

体化し、対象

者専用のトイ

レ・洗面所に

改造する。 

・寝室西側に開

口部（掃出し

窓）を新設し、

アプローチを

確保する。 

・玄関ホールから

入室時のドア軌

跡を車いすがよ

けるスペースを

確保するため、

内開き扉に変更

した。 

・給水管、汚水・

配水管の確保

方法を工夫し

た。 

・寝室に開口部を

新 設 す る こ と

で、既存玄関を

使用せず、外か

ら寝室への新た

なアプローチを

確保した。 

・開口部の新設に

伴う、柱・梁・壁

等の構造補強を

検討した。 

・改修により、車いすで

の外出ルートが確保

され、自力で外出が

可能となった。 

・便所が寝室内に設け

られたことにより、排

泄が自立した。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 く つ ろ

ぎ （ 居

間） 

・廊下側ドアは

開き戸であり、

車いすでの出

入りが困難で

ある。 

・ドア有効幅員

790 ㎜であり、

車いすでの生

活にはやや狭

い。 

④（②、③） 

・空間の移

動の安全

性と容易性

を 確 保 す

る。 

・居間の面積を

拡大する（南

面テラス側へ

の増築）。 

・テラスに出る

ために、テラス

との段差解消

のために段差

昇降機を設置

する。 

・ドアを開き戸

から引き戸に

変更する。 

・開口幅を 900

㎜ に 拡 大 す

る。 

・張り出し増築

部の左右を斜

めにし、大きな

開口部を確保

する。 

・玄関ホールに面

する扉は、安全

性に配慮しドア

軌跡が生じない

開閉方法と し

て、また、寝室

側からの入室の

容易性（方向転

換）に配慮して、

引き戸とした。 

・リビングからの

庭の眺望を確

保。 

・車いすでの移動可能

な生活空間が広がっ

た。 

排泄 

（便所） 

・扉幅が狭く、

面積が狭いた

め車いすでの

利用ができな

い。 

②（③） 

・排泄行為

を自立して

行えるよう

にする。 

・納戸の押入部

分を寝室と一

体化し、対象

者の寝室から

直接アクセス

できる便所を

新設する。 

・給水管、汚水・

配水管の確保

方法を工夫し

た。 

 

・便所が寝室内に設け

られたことにより、排

泄が自立した。 

入浴 

（浴室） 

・ 手 す り が 無

い。 

・洗面所と浴室

に80㎜の床段

差があり危険

である。 

②（③、⑥） 

・安全で自

立した入浴

が可能な

浴室に改

修する。 

・浴室床面を嵩

上げする。 

・手摺りを設置

する（入口右

手、正面、浴

槽側の３方に

縦・横の手摺

り）。 

・折れ戸の開閉

方向を変更す

る。 

・浴槽に入るまで

のシミュレーショ

ンにより手摺り

の位置や形状を

決定した。あわ

せて折れ戸の開

閉方向を考慮し

た。 

・シミュレーションに基

づき浴室改善がなさ

れたため、軽介護で

入浴可能となった。 

・バスボードを置くこと

と外すことを夫が手

伝えば入浴は自立で

可能となった。 

外出 

（玄関） 

・玄関上り框段

差 200 ㎜、玄

関 扉 は 開 き

戸、ポーチ地

盤からの高さ

250 ㎜、アプロ

ーチは階段段

差であり、車い

すでのアクセ

スが不可能で

ある。 

③（⑥） 

・室内から

車 い す で

外出するア

クセスを確

保する。 

・寝室からアク

セスを確保す

る。 

・玄関からのアク

セスは難しいた

め、寝室からの

アクセスを検討

した。 

 

・改修により、車いすで

の外出ルートが確保

され、自力で外出が

可能となった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 外出 

（ 玄関

アプロ

ーチ） 

・敷地と道路の

段差が 1,050

㎜と大きく、車

いすでの外出

が 困 難 で あ

る。 

③（⑥） 

・屋外から

道 路 ま で

車 い す で

外出できる

アクセスを

確保する。 

・石積みを取り

崩して段差解

消リフトを設置

する。 

・リフトから寝室

出入口までの

木製デッキを

設置する。 

・玄関からのアク

セスは難しいた

め、寝室からの

アクセスを検討

した。 

・リフトの操作位

置（リフト上と寝

室出入口付近

の２箇所）を検

討した。 

・寝室床面とデッ

キの高さを調整

（レベルを揃え

る）した。 

・改修により、車いすで

の外出ルートが確保

され、自力で外出でき

るようになった。 

・ 77 歳女

性、単身

居住 

・変形性膝

関節症に

よる下肢

機能障害 

・軽度の認

知症 

・屋内伝い

歩き 

・屋外シル

バーカー

使用 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 16 

入浴 

（浴室） 

・浴槽が深く、

出入りが危険

である。 

②（③） 

・入浴の安

全性と快適

性 を 確保

する。 

・浴槽の出入補

助用手すりを

設置する。 

 ― ・安全に入浴できるよう

になった。 

移動 

（廊下） 

・両側の和室入

口に30㎜の単

純段差、洗面

所との入口に

30 ㎜の単純段

差があり危険

である。 

②（③） 

・廊下の移

動の安全

性 を 確保

する。 

・ ド ア 下 枠 撤

去、床上げ、フ

ローリング張り

替えにより段

差 を 解 消 す

る。 

・玄関との段差は

大きくなるが手

すりで対応する

こととし室内の

段差解消を優先

した。 

・安全に移動できるよう

になった。 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・ 上 り 框段差

300 ㎜、玄関

入口段差 120

㎜、ポーチ地

盤面からの高

さ3段180㎜に

より外出およ

びシルバーカ

ーでの移動が

危険である。 

②（③） 

・外出の安

全 性 を確

保する。 

・シルバーカ

ー で の移

動の安全

性 を 確保

する。 

・ポーチを嵩上

げし、手すりを

設置する。 

・玄関上り框に

手すりを設置

する。 

・ポーチ及びテ

ラスから門扉

までスロープ

を設置する。 

・予算的に手すり

を付けきれなか

ったため、スロ

ープ面が少しで

も広く感じられ、

安全となるよう

に庭地盤面との

段差に砂を埋め

た。 

・玄関段差解消、スロ

ープの設置により、安

全に外出できるように

なった。 

洗濯 

（ 洗濯

物干し

場） 

・洗濯物干場が

屋上に設置さ

れており、洗

濯物を持ちな

がら屋外階段

昇降を行い危

険である。 

②（③） 

・安全な洗

濯物干し場

を 確 保 す

る。 

・寝室掃き出し

窓側にテラス

を設置し、洗

濯物干場とす

る。 

・テラス、玄関か

ら門までのアプ

ローチをスロー

プ化し、シルバ

ーカーによる歩

行の安全を確保

した。 

・テラスを安全な

洗濯物干し場、

避難時の出入り

口として計画し

た。 

・寝室掃き出し窓から

テラス、スロープとア

プローチできることで

緊急時を含めた移動

の安全性が確保され

た。 

・安全に洗濯物が干せ

るようになった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・ 54 歳男

性、妻、

娘、息子

と 同 居

（改修後

両親も同

居） 

・筋萎縮性

側索硬化

症 （ Ａ Ｌ

Ｓ） 

・屋内杖歩

行 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 22 

就寝 

（寝室） 

・生活階が２階

であり病気の

進行により上

下階の移動に

支障が出てき

ている。 

④（③、⑥） 

・1 階に生活

空 間 を新

設し、将来

の車いす

移動、介護

量の増大

に対応す

る改修を行

う。 

・倉庫として利

用されている 1

階に対象者及

び介助者であ

る妻の生活ス

ペースおよび

寝 室 を 設 け

る。 

・将来の車いす

移動、介護を

考慮し、扉形

状・幅を考慮

する。 

・浴室・便所を

設置する。 

・夫婦別室（扉を間仕

切りとする）にし、妻

の寝室に畳を入

れ、対象者寝室の

床レベルから400㎜

あげることで、ベッド

と高さをあわせた

（畳下は収納スペー

ス）。 

・対象者の寝室の間

仕切りは可動式と

し、訪問介護サービ

スを受ける際は、間

仕切りを付けられる

ように、空間構成が

変更できるように配

慮した。 

・将来の車いす利用

に配慮し、対象者寝

室の扉を可動式と

し、フレキシブルな

空間構成とした。 

・妻が自分のプライ

バシーを守れる空

間となった。 

排泄 

（便所） 

・２階にあり、通

路との間に段

差あり、動線

上、居間から

便所に行く際

は間に土間を

挟むため、一

度下足に履き

替える必要が

あり危険であ

る。 

④（③、⑥） 

・1 階に便所

を新設し、

将来の車

いす移動、

介護量の

増大に対

応 す る 改

修を行う。 

・1 階に便所を

新設する。 

（・追加工事で

簡易手すりを

設置） 

・対象者の体格と身

体状況を考慮し開

口幅 1000 ㎜の引き

戸とした。 

・調子によるが、ト

イレにしゃがみ込

む動作ができる状

態が継続してい

る。 

・寝室と便所の距

離が近くなったの

で安心して寝られ

るようになった。 

・夜中に妻を起すこ

とがなくなり介助

負担が減少した。 

入浴 

（浴室） 

・２階にあり病

気の進行によ

り上下階の移

動に支障が出

てきている。 

・対象者の体

格、身体状況

からは狭い。 

・手すりは設置

してあるが、跨

ぎ段差が大き

く跨ぐことが出

来ない。 

④（③、⑥） 

・1 階に浴室

を新設し、

将来の車

椅子移動、

介護量の

増大に対

応 す る 改

修を行う。 

・1 階に浴室を

新設する。 

・手すりを 4 箇

所設置する。 

・身体状況を考慮し

またぎ高さの低い

ユニットバスを設置

した。 

・跨ぎ高さを抑えた

浴槽の設置により

自宅での入浴が

可能となった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 洗面 

（ 洗面

室） 

・２階にあり病

気の進行によ

り上下階の移

動に支障が出

てきている。 

・DK との間に

跨ぎ段差あり

危険である。 

④（③、⑥） 

・ 1 階に洗

面・脱衣室

を新設し、

将来の車

椅子移動、

介護量の

増大に対

応する。 

・1 階に洗面所を

新設する。 

－ ・車椅子利用で洗

面所を利用でき

るようになった。 

移動 ・

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・玄関と前面道

路と 300 ㎜の

段差があり車

いすでのアク

セスが行えな

い。 

④（③、⑥） 

・車いすで

外出するア

クセスを確

保する。 

・廊下と各室

間の段差

ない移動を

確保する。 

・駐車場から室内

に入る出入り口

を新設し、スロ

ープを設置す

る。 

・開き戸の玄関を

800 ㎜から 850

㎜に拡幅し、引

き戸とする。 

・玄関・階段から

DK への扉幅を

740 ㎜から 800

㎜に拡幅しレバ

ーハンドルとす

る。 

・介護事業者が直接

対象者の寝室にア

クセスする出入り口

ともなる配置とし

た。 

・プライバシーの確

保のために、対象

者夫婦の生活空間

が 2 階へ上がる両

親（改修後 2 階に同

居）から見えないよ

う、玄関と 1 階居間

を隔てる扉を設置し

た。 

・車いすを使用

し、直接室内に

入ることが可能

となった。 

・ 79 歳男

性、妻と

居住 

・転倒の後

遺症によ

り活動量

が低下 

・ 伝 い 歩

き、杖使

用 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 23 

くつろ

ぎ、就

寝 

（寝室・

食堂・

台所） 

・１階の寝室に

布団を敷き、

居間兼寝室と

して利用して

いる。 

③ 

・将来の車

い す生活

に配慮した

寝 室 と す

る。 

・ＤＫと位置を変

更し、ベッドを設

置できる洋室と

する。 

・将来の車いす利

用を考慮しDKと

の開口部幅員を

800 ㎜とする。 

・ＤＫに車いす対

応の流し台を設

置する。 

・転倒リスクに対

応した床材とし

段差を解消す

る。 

・寝室の圧迫感をなく

すため、デッキを寝

室の外側に設け、

半屋内空間とし視

覚的な開放感をだ

した。 

・空間の制約とあまり

料理をしない状況を

考慮し車いす対応

のミニキッチンとし

た。 

・車いすとなって

も生活を継続す

ることが可能と

なった。 

・車いす対応の流

し台により椅子

に座っての作業

が 可能と な っ

た。 

排泄、

洗面 

（便所、

洗面・

脱衣

室） 

・洗面・脱衣室

の入り口幅員

が狭く車いす

で は 入 れ な

い。 

③ 

・将来の車

い す生活

に配慮した

便 所 、 洗

面・脱衣室

とする。 

・便所と一体化し

た洗面・脱衣室

を設置する。 

・車いす対応の洗

面台を設置す

る。 

・入り口を２枚引

き戸として開口

幅員を確保す

る。 

・便所と洗面・脱衣室

を一体化し空間を

有効利用した。 

・車いす対応の洗

面台により椅子

に座っての作業

が 可能と な っ

た。 

・寝室、洗面・便

所・浴室を近接

させたことで排

泄・入浴行為が

容易となった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 入浴 

（浴室） 

・浴室の入り

口幅員が狭

く、車いすで

は 入 れ な

い。 

③（②） 

・将来の車い

す生活に配

慮した浴室と

する。 

・浴室位置を変更

し、またぎ高さの

低いユニットバ

スを設置する。 

  ・寝室、洗面・便所・

浴室を近接させた

ことで排泄・入浴

行為が容易となっ

た。 

移動 

（階段） 

・階段勾配が

急であるた

め、２階への

移動が危険

である。 

③ 

・安全に２階

に上がれる

よう階段を改

善する。 

・対象者が安全に

２階に上がれる

よう、現状の階

段を撤去し、勾

配の緩い階段を

新設する。 

・片手すりから両

手すりに変更す

る。 

・安全性を考慮し、

踊り場を設けて、

４段追加すること

で、勾配を緩和し

た。 

・階段は下駄箱を

兼ねるようにし

た。 

・２階への移動がよ

り安全となった。 

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・前面道路と

の間に段差

（約 1ｍ）あ

り。デイサー

ビス等への

外出が困難

である。 

③（②） 

・玄関から道

路までの車

いすでの安

全で容易な

外出を確保

し介助負担

を軽減する。 

・玄関の上がり框

段差を解消す

る。 

・ポーチを前面道

路から後退さ

せ、玄関までの

階段を設置す

る。 

・玄関を後退さ

せ、段差解消機

を設置するスペ

ースを確保し、

移動型の段差

解消機を設置す

る。 

・車いす利用での

外出経路と歩行に

よる外出経路の

両者を確保した。 

・段差解消機の設

置、玄関の段差解

消により、車いす

での外出が可能と

なり、外出時の介

助者の負担が大

きく減少した。 

・70 歳男

性、妻と

居住 

・脳梗塞の

後遺症に

よる体力

の低下 

・屋内四つ

ん這い移

動、屋外

車椅子利

用 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 24 

就寝 

（寝室） 

・寝室が２階

にあり、上下

階の移動が

必要である。 

③（②、⑥） 

・寝室を２階

から１階に移

動する。 

・１階に寝室を設

置する。 

・転倒リスクに対

応し DK との段

差を解消する。 

・転倒リスク、車

いす対応を考慮

した防滑性のあ

るビニール床シ

ートとする。 

・対象者の身体状

況から 1 階で全て

の生活ができる改

修内容を提案し

た。 

・同一階での生活

が可能となり介助

負担が軽減した。 

く つ ろ

ぎ 

（食堂・

台所、

居間） 

・各居室の間

に床段差が

あり、移動が

危険である。 

②（③、⑥） 

・室間を安全

に移動できる

よう段差を解

消する。 

・転倒リスクに対

応した床材とし

段差を解消す

る。 

・床レベルの変更

に合わせ、床暖房

を設置した。 

・移動の安全性、容

易性が確保でき

た。 

・生活行動範囲が

広がったことに加

え、生活が衛生的

となった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 排泄 

（便所） 

・便所は、和

式トイレで狭

く、四つん這

いで移動す

るため、手で

和式便座の

周りを触り、

不衛生であ

る。 

・膝立ちで歯

磨きをしてい

た。 

③（②、⑥） 

・安全で衛

生的な便所

に 改 修 す

る。 

・座って利用

できる洗面

台を設置す

る。 

・便所と一体化し

た洗面・脱衣室

を設置する。 

・車いす対応の洗

面台を設置す

る。 

・開口幅員 850 ㎜

の引き戸を設置

した。 

・和式から洋式便

所へ変更する。 

・洗面・脱衣室と一体

化することで空間を

確保した。 

・便座の座高をあげ

将来の車いす対応を

考慮した。 

・便所内での四つ

ん這いでの移動、

和式便器からの

立ち上がりがなく

なり、衛生的で容

易に排泄できるよ

うになった。 

・便所、洗面所を同

室とし、開口幅員

を広げることで車

いす移動及び介

助が行いやすくな

った。 

・車いす利用、椅子

利用での洗面が

可能となった。 

入浴 

（浴室） 

・浴槽が古く、

入浴できる

状態ではな

かった（息子

宅で入浴）。 

③（②、⑥） 

・安全で容

易な入浴

が可能な

浴室に改

修する。 

・浴室位置を変更

する。 

・またぎ高さの低

いユニットバス

を設置する。 

－ ・自宅での入浴が

可能となった。 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・外開きの玄

関であるた

め、車いす

の介助が困

難である。 

②（③、⑥） 

・玄関から

道路までの

車いすでの

安全で容易

な外出を確

保し介助負

担を軽減す

る。 

・屋外への動線

整備のための玄

関段差を解消す

る。 

・通路幅員の有

効幅員を 900 ㎜

へ拡幅する。 

・店舗から車いす

で入り、玄関で

回転させ、スロ

ープによりリビン

グに入る動線を

確保する。（健

常者の入室・外

出は玄関を使

用） 

・健常者、車いす利

用者双方の生活の

しやすさを考慮した

計画を行った。 

・玄関スペースを健

常者の動線とし、店

舗スペースを車い

す利用者の動線と

することで、外開き

の玄関ドアの改修

が不要となった。 

・スロープの設置に

伴い、室内の床レベ

ルを 180 ㎜下げた

ため、階段の勾配

をかえず、一段段数

を追加した。 

・玄関の段差解消

で車いすでの外

出が容易となり介

助者の負担が大

きく減少した。 

・通路の扉形状の

変更、拡幅により

車いす移動及び

介助が行いやすく

なった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・ 58 歳男

性、妻、

息子と居

住 

・転落によ

る多発骨

折により

上下肢不

全麻痺 

・室内杖移

動 

・外出車い

す移動 

・退院にあ

わせた改

修 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 26 

排泄 

（１階

便所） 

 

・内開き戸で

利用 し に く

い。 

②（③） 

・便所の内開

き戸を改修し

安全性を確

保する。 

・内開き戸を

外開き戸に

変更する。 

・蝶番の取替えと

レバーハンドル

の取替えで安価

に改修を実施し

た。 

・緊急時の安全性を確保

できた。 

排泄 

（２階 

便所） 

・立ち上がり

のための手

すりが設置さ

れているが、

位置が近す

ぎて、使いに

くく立ち上が

りが困難で

ある。 

・扉が内開き

で緊急時対

応が不可能

で危険であ

る。 

②（③） 

・排泄時の使

い勝手を考

慮した位置

に立ち上が

りのための

手すりを設

置する。 

・便所の内開

き戸を改修し

安全性を確

保する。 

・動作の確認

を行い、適切

な位置に立

ち上がりの

ための手す

りを設置す

る。 

・内開き戸を

折れ戸に改

修する。 

・便座の手前に洗

面台があり、通

常の手すりの設

置では位置を適

切にすることが

困難だったた

め、オフセット手

すりを設置した。 

・折れ戸への改

修にあわせ開閉

時の補助用の

縦手すりを設置

した。 

・オフセット手すりを適切

な位置に設置したこと

により便座からの立ち

上がりが容易となり排

泄時の負担が軽減し

た。 

・折れ戸への改修により

緊急時の安全性を確保

できた。 

移動 

（階段） 

・1 階に風呂、

2 階にリビン

グ等がある

室 配 置 だ

が、転落によ

る多発骨折

の影響で階

段での昇降

ができない。 

・息子がおぶ

って階段の

昇降をするこ

とで 2階での

生活と外出、

入浴の両立

が可能となっ

ている状態

である。 

③（②、④、

⑤、⑥、⑦） 

・上下階の移

動を自立さ

せる。 

・上下階の移

動に伴う介

助負担の軽

減を図る。 

・屋外エレベ

ーターを設

置し、屋外か

ら直接１階お

よび2階にア

クセスできる

ようにする。 

・玄関段差への

対応と1階から2

階への動線の

確保を同時に行

うために屋外に

エレベーターを

設置し、屋外か

ら直接居室にア

クセスできる計

画とした。 

・自立して1階と2階を移

動できるのみでなく、屋

外までアクセスすること

が可能となった。 

・家族が事前に準備をす

れば、対象者一人での

入浴が可能となり、毎

日の楽しみである入浴

がストレスなく行えるよ

うになった。 

・自由に上下階を移動で

き、自宅内で好きな時

間に好きな場所に行く

ことができること、ま

た、屋外まで行くことが

でき訪問者に応じるこ

とが可能なため、家族

の生活と気持ちが、事

故以前の状況に戻りつ

つある。加えて、家族も

気兼ねなく各々の友人

等を自宅に呼ぶことが

できるようになった。 

・対象者をおぶって階段

を上下していた息子が

自分の時間が持てるよ

うになった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

・32 歳男

性、両親

と居住 

・四肢機能

障害 1級

および言

語障害 3

級 

・屋内外と

も電動車

いす移動 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 27 

く つ ろ

ぎ、就

寝 

（寝室） 

・和室で両親

と就寝してい

たが、成長

に伴い個室

が 望 ま れ

た。 

・和室のため

車いすで移

動できず成

長に伴い介

護負担が大

きくなった。 

④（①、②、

③、⑥） 

・電動車い

すの移動

の安全性と

容 易性 を

確保した、

対象者の

個 室 を設

ける。 

・応接間を対象

者の個室とす

る。 

・出入り口部の

段差を解消す

る。 

・片引き吊戸に

変更すること

で有効幅を確

保する。 

・対象者の使い勝

手を考慮した引き

込み戸を設置し

た。 

・引き込み戸は、引

き手が２つ設けら

れており、２段階

で引くことが可能

となっている。ま

た、手がかりの深

さを開ける場合と

閉める場合を考慮

しそれぞれ逆とし

ている。 

・自立して就寝、起床

する生活が可能とな

った。 

く つ ろ

ぎ 

（居間） 

・段差があり、

車いすで移

動できない

ため、介助

負担が大き

い。 

④（②、③、

⑥） 

・居間での

電動車い

す で の移

動を可能と

する。 

・出入り口部の

段差を解消す

る。 

・扉を引き込み

吊戸に変更し

有効幅を拡張

する。 

－ ・自走式車いすでの移

動可能な範囲が広が

った。 

食事 

（台所・

食堂） 

・段差があり、

車いすで移

動できない

ため、介助

負担が大き

い。 

④（②、③、

⑥） 

・空間の電

動車いす

の 移動 を

可 能 と す

る。 

・出入り口部の

段差を解消す

る。 

・（食堂側）扉を

引き込み吊戸

に変更し有効

幅 を 拡 張 す

る。 

・（廊下側）既存

引き戸に V レ

ール、戸車を

設置する。 

－ ・自走式車いすでの移

動可能な範囲が広が

った。 

・家の中で、車いすで

暮らすようになり食事

が進むようになった。 

・以前は座卓で食事を

していたが、改修後

は、食卓で座って食

事ができるようになっ

た。自力で移動するこ

とで、体幹が固定でき

るためか、飲み物を

飲むことが安定的に

なった。 

排泄 

（便所） 

・車いすで移

動、利用でき

ないため、介

護負担が大

きい。 

④（①、②、

③、⑥） 

・電動車い

す で の利

用が可能

な便所とす

る。 

・出入り口部の

段差を解消す

る。 

・床面積を拡大

する。 

・引き込み吊戸

に変更し、有

効幅を拡張す

る。 

・手すりを設置

する。 

・対象者の身体状

況を考慮した手す

りの種類、位置と

した。 

・便座の高さをショ

ールームでシミュ

レーションした上

で 38cm と決め

た。 

・便所にアクセスするこ

とを含めて、自立した

排泄が可能となり、介

助負担が軽減した。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 入浴 

（浴室） 

・浴槽が全埋

め込み式で

あり、全介助

が必要で介

護負担が大

きい。 

⑥（②、③） 

・入浴時の

介助負担

を軽減する

浴室に改

修する。 

・介護リフトを設置

する。 

・使い勝手を考慮し

た手すりを設置す

る。 

・折れ戸の開閉方

向を変更する。 

・またぎ高さの浅い

浴槽に変更する。 

・水栓金具を使い

やすいものに変

更する。 

・入口段差を解消

する。 

・床をノンスリップタ

イルに変更する。 

－ ・一部介助（居間で衣

類を脱いでリフトで

浴室に入る。）での

入浴が可能となり、

介助負担が軽減し

た。 

洗面・

脱衣 

（洗面・

脱衣

室） 

・車いすで利

用できない

ため、介助

負担が大き

い。 

④（②、③、

⑥） 

・車いすで

利用できる

洗 面台 を

設置する。 

・出入り口部の段

差を解消する。 

・扉を引き込み吊戸

に変更することで

有効幅を拡張す

る。 

・車いす対応洗面

台を設置する。 

・対象者の電動

車いすの操作能

力を考慮した計

画を行った。 

・電動車いすの操

作レバーを下げ

ることで寄付き

が可能となるよ

うにした。 

・自立した洗面動作

が可能となり介助負

担が軽減した。 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・玄関ポーチ

に 120 ㎜の

段差があり、

車いすで移

動できない

ため、介助

負担が大き

い。 

・玄関ポーチ

まで約 200

㎜の段差が

あり、車いす

で移動でき

ないため、介

助負担が大

きい。 

④（②、③、

⑥） 

・電動車い

す で 自力

で の外出

を可能とす

る。 

・玄関ホールの床

レベルを統一す

る。 

・玄関ドアの位置を

変更し、吊戸式に

する。 

・玄関レベルにデッ

キを新設し、デッ

キと前面道路まで

の段差昇降機を

設置する。 

・前面道路から玄

関ポ ー チ 、玄

関、台所、洗面

所、浴室、対象

者居室、居間、

台所、デッキと

対象者が移動す

る全ての空間で

連続した車いす

での動線を確保

した。 

・対象者の身体

能力を考慮し自

立した外出が可

能となるようにし

た。 

・スロープの希望

があったが必要

となる長さがふ

そくするため検

討の結果、段差

解消器を設置し

た。 

 

・１階は全て自力で

車いす移動が可能

となり、外出時も外

出用車いすに自力

で移乗し、外出でき

るようになった。 
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表 3.3 事例別の改修目的・内容及び改修効果等の整理結果の一覧（つづき） 

対象者 

概況 

行為 

（場所） 
問題点 改修の目的 改修内容 工夫点 

具体の 

改修効果 

 移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

   ・デッキの手すり

の足元の 1 本

は、ベッドから車

いすに移る際に

ベッドを足でキッ

クして車いすに

座り直している

のを見て設置し

た。 

・段差解消器はシ

ョールーム及び

現地デモにより

検証を行い対象

者の電動車いす

の操作能力を考

慮した計画とし

た。 

[波及効果] 

・車いす生活に対応する

住居改善により対象者

の自立度が高まった。 

・改修を行ったことは家

族の介助負担の軽減と

もなったが、対象者の

自立を促すきっかけと

もなり意識して自分か

ら動くようになった。加

えて、計画当初は想定

していなかった行為（呼

び鈴を押す、浴室のリ

モコンを操作する等）を

行いたいという対象者

の希望が出てきた。 

・自力で生活ができる空

間となったことで、「自

分でするように」と対象

者に言うことが可能と

なった。 

・6 歳女

性、両親

と居住 

・染色体異

常による

脳性まひ 

・身体障害

1 級、四

肢麻痺 

・車いす移

動、全介

助 

 

 

⇒資料編

「バリア

フ リ ー

改修事

例のデ

ー タ ベ

ース」・ 

事例 28 

就寝 

（寝室） 

・現状は、寝

室が 2 階に

あり、抱き上

げて 1 階と 2

階を移動し

ている。対象

者の成長に

伴い、抱き上

げでの移動

が困難となっ

ている。 

⑥ 

・対象者の

安全で快

適な寝室を

確保する。 

・１階和室（4.5

畳）を寝室と

し、押入れを

撤去し、居室

スペースを広

げる（垂壁と天

袋は残し下部

を撤去）。 

・和室をフロー

リング化する。 

・床暖房を設置

する。 

・洗面所への入

り口を新設す

る。 

・抱きかかえての

移乗時に転倒を

回避するため、

１階和室を寝室

とし、車いすに

対応できるよう、

滑りにくいフロー

リングに変更し

た。 

・対象児は自発

的な動きが少な

く、手足末梢の

血液循環が悪い

ため、冬には体

温調整の補助

が必要なことか

ら、床暖房を設

置した。 

・1 階寝室での就寝が可

能となり介助負担が軽

減した。 

・寝室から洗面所、浴室

への車いすでの移動が

可能となった。 

移動、

外出 

（玄関・

玄関ア

プロー

チ） 

・段差があり、

車いすでの

移動が難し

く、介助負担

が大きい。 

⑥ 

・外出時の

車 い す で

の移動の

介助負担

を 軽 減 す

る。 

・ポーチにスロ

ープを設置す

る。 

・駐車場、バイク

置き場を確保す

るため及び介助

での移動となる

ことを考慮し少し

短 い計画 と し

た。 

・自走車いすでは

ないため、手す

りの設置は行っ

ていない。 

・車いすでのポーチから

駐車場への移動が可

能となり介助負担が軽

減した。 
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３．２．２ 基本生活行為別の改修目的・内容及び改修効果の総括 

一連の調査結果をもとに、基本生活行為別の典型的な改修目的・内容と改修効果の関係について

総括的に整理すると、表3.4のようになる。 
改修の効果に着目すると、便所、浴室の改修により、排泄、入浴の生活上不可欠な行為において、

「自立、介助負担が軽減」という直接的な効果が多く発現している。一方、移動・外出を自立させ

るための玄関やアプローチの改修では、対象者の移動・外出が自立するという直接的な効果に加え、

QOLが改善し、対象者や家族・介助者の社会生活の改善、家族・介助者の精神的な負担感の軽減

等の効果も得られている。 

表3.4  基本生活行為別の改修目的・内容及び改修効果の整理 

行為 改修目的・改修内容 改修の効果 

排泄 ・安全で衛生的な便所とするために和

式便器から洋式便器への改修を行

う。 

○視力障害の高齢者の場合、和式便器の場合は、

場所の確認のために床に手をつくことがあった

が、洋式便器とすることで安全で衛生的に排泄を

行うことが可能となった。 

・排泄を自立させるために対象者の寝

室近く、もしくは寝室内に便所を設置

する。 

 

○寝室と便所の距離が近づくこと、寝室から直接入

れる便所としたことが排泄に対して安心感が得ら

れた。あわせて、夜間の排泄が自立し、介助負担

が軽減した。 

・介助負担を軽減するために介助スペ

ースを設けた便所に改修する。 

○便所面積を広げて介助スペースを設けたことで、

介助がしやすくなり、介助負担が軽減した。 

・車いすでの寄付きが可能となるように

スペースを設けた便所に改修する。 

○車いすでの寄付きが可能となり介助負担が軽減し

た。 

・立ち上がりを容易にするための手すり

を設置する。 

○対象者の身体状況を考慮した適切な手すりを設置

することで、立ち上がりが容易となり排泄時の負担

が軽減した。 

入浴 ・安全で自立した入浴のために、出入り

口段差の解消、扉の改修、またぎ段

差の小さい浴槽への改修等を行う。 

○安全で自立した入浴が可能となった。 

○完全には自立しない場合であっても、入浴動作や

その介助が容易となり、介護負担が軽減した。 

・安全で自立した入浴のために手すり

を設置する。 

○対象者の身体状況を考慮した適切な手すりを設置

することで、立ち上がりや移動が容易となり、入浴

時の自立度や介助負担が軽減した。 

洗面 ・車いすで洗面を行うために車いす対

応の洗面台を設置する。 

○車いす対応の洗面台とすることで、車いすに座っ

た状態での洗面が容易となり、洗面時の負担が軽

減した。 

○洗面行為が完全に自立しない場合でも介助負担

が軽減した。 
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表3.4  基本生活行為別の改修目的・内容及び改修効果の整理（つづき） 

行為 改修目的・改修内容 改修の効果 

就寝、くつ

ろぎ、食事 

・居室内で車いすを利用する生活のた

めに出入り口段差の解消、扉の改

修、床材の改修等を行う。 

○車いすに対応した空間とすることで、移動の安全

性、容易性が確保できると同時に生活行動範囲が

拡大した。 

○加えて、対象者の生活が自立することで介助者の

介助負担が軽減した。 

・車いすで調理を行うために車いす対

応の流し台の設置を行う。 

○車いす対応の流し台とすることで、車いすに座った

状態での調理が容易となり、調理時の負担が軽減

した。 

移動 ・移動や動作の安全性、容易性を確保

するために居室間、居室出入り口の

段差の解消を行う。 

○居室間や居室と廊下との移動が安全で容易となっ

た。加えて、介助者の負担が軽減した。 

 

・車いすを利用する生活のために居室

の出入り口段差の解消、扉の改修、

床材の改修等を行う。 

○車いすに対応した空間とすることで、移動の安全

性、容易性が確保できると同時に、生活行動範囲

が拡大した。 

○対象者の移動が自立することで、介助者の介助負

担が軽減した。 

・移動の安全性、容易性を確保するた

めに手すりを設置する。 

○対象者の身体状況を考慮した適切な手すりを設置

することで移動の安全性と容易性が確保され生活

行動範囲が拡大した。 

○対象者の移動が自立することで、介助者の介助負

担が軽減した。 

外出 ・車いすでの自立した外出のためにＥＶ

を設置する。 

○車いすでの移動の安全性、容易性が確保され、対

象者が自力で、自分の意思で、自宅内を移動で

き、自宅から外出できることで、対象者が人らしく

暮らせるようになった。 

○また、家族にとっても、介助負担の軽減、日常生活

での時間的又は気持ちの面でもゆとりが生まれ

た。 

・２階から階下に移動し、自立して外出

するために、階段昇降機の設置ととも

に、前面道路までの段差を緩和する。 

○移動の安全性、容易性が確保され、対象者が自力

で、自分の意思で、自宅内を移動でき、自宅から

外出できること生き生きと生活するようになった。 

・車いすでの自立した外出のためにス

ロープを設置し前面道路までの段差

を解消する。 

○車いすでの移動の安全性、容易性が確保され、対

象者が自力で外出できるようになった。 

・安全に外出できるように玄関に手すり

を設置する。 

○対象者の身体状況を考慮した手すりを設置するこ

とで安全な移動が確保された。 

 


